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  令和 8 年度 

下呂市看護師等修学資金募集要項 
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 令和 8 年度下呂市看護師等修学資金募集要項  

 下呂市では、市内の地域医療における医療従事人材の確保を目的に、将来助産師又は看護師と

して下呂市内にある事業所において勤務し、地域医療に貢献する意思のある助産師又は看護師の

学科を修学している学生に対して修学資金を貸し付けます。 

 大学等を卒業後、助産師又は看護師資格を活かして市内で就職し一定の条件を満たした場合は、

この修学資金の返済を免除します。 
 

修学資金制度の概要 

項  目 下 呂 市 看 護 師 等 修 学 資 金 

対 象 者 

次の要件を全て満たす者 

１．次のいずれかの学校等に在学中の者 

①保健師助産師看護師法第 20 条第１号若しくは第 21 条第２号の規定に基づき文部科学省

令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校 

②保健師助産師看護師法第21条第１号の規定に基づき文部科学省令・厚生労働省令で定め

る基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法に基づく大学（短期大学を

除く） 

③保健師助産師看護師法第 20 条第２号若しくは第 21 条第３号の規定に基づき文部科学省・

厚生労働省で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した助産師養成所若し

くは看護師養成所 

（①②③の学校等を以下「看護師等養成所」という。） 

２．看護師等養成所長等が推薦する者 

３．看護師等養成所を卒業後、助産師又は看護師資格を活かして市内で就職し、一定期間業務

に従事する意思のある者 

（注）ただし、修学に関し、他の同種の資金の貸与を受けている者は、貸付の対象としません。 

（同種の資金：日本学生支援機構の奨学金、他市町村の修学資金、下呂市育英資金等） 

募集人数 
3 人（予定）  

 ※就職をお約束する制度ではありません。 

貸付金額 
月額：70,000 円  令和 8 年度分：70,000 円×12 ヶ月＝840,000 円 

※次年度以降、正規な在学生は、継続して貸与が受けられます。 

貸付期間 原則として、看護師等養成所の正規の修学期間 

償還利息 
償還の事由が発生した日の翌月の初日から償還までの期間の日数に応じ年 7.3％ 

償還免除となった場合は、利息は発生しません。 

償還免除 

条   件 

看護師等養成所を卒業後、直ちに助産師又は看護師資格を活かして市内で就職し、修学資金

貸与期間の２分の３に相当する期間を勤務したときは、貸付けを受けたお金は返済免除となりま

す。 
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申請の方法について                       

 
１ 募集期間  令和８年４月１日（水）～ ５月７日（木） 
 
２ 申込方法 

募集期間内に「下呂市看護師等修学資金貸与申請書」（様式第１号）に必要事項を記入のう

え、次の書類を添えて、下呂市医療対策課まで申し込みをしてください。 

（申請書、添付書類の所定様式は、下記の下呂市公式ホームページからダウンロードできま

す。） 

 

下呂市公式ホームページアドレス http://www.city.gero.lg.jp/ 
 

トップページ上部検索欄に 

「令和８年度 下呂市看護師等修学資金貸与者の募集」と入力し検索 
 

 
 ◆添付書類 

  ①在学証明書（令和８年４月１日以降の証明書） 

  ②下呂市看護師等修学資金貸与者推薦書（様式第２号） 

  ③申請者の戸籍抄本又はこれに代わる書類 

  ④連帯保証人の所得証明書  

  ⑤連帯保証人の印鑑登録証明書  

  ⑥その他市長が必要と認める書類 

   ・証明写真 1 枚（本人単身胸から上、サイズ縦 36～40 ㎜、横 24～30 ㎜） 

   ・誓約書 

  戸籍抄本・印鑑登録証明書・所得証明書は市区町村役所等で交付を受けることができます。

申請する際に身分証明書等が必要になる場合もありますので、事前に住所地（戸籍抄本に関し

ては本籍地）の市区町村役所等の担当課に手続きの方法をお問い合わせください。 

また、所得証明書に関しましては、交付を受けることのできる最新のものとなりますので、

令和７年度所得証明を受けてください。 

「下呂市看護師等修学資金貸与申請書」（様式第１号）の連帯保証人の欄には、印鑑登録証

の印鑑と同一の印鑑で押印して下さい。 

 
 ※ 申請にあたっては、2 名の連帯保証人（同一生計不可）が必要です。 

 ※ 申請者が未成年の場合には、2 名のうち 1 名は申請者の親権者又は後見人でなければなりま

せん。（申請者と連帯保証人のうち 1 名は、同一生計でも問題ありませんが、連帯保証人同

士は別生計の方でお願いします。申請者が成年の場合でも申請者の親権者又は後見人を立て

て問題ありません。） 

 ※ 今回の申請により、貸与決定された場合、正規の在学中は、貸与対象者となります。 

   なお、貸与対象者については毎年、交付申請書（様式５号）の提出が必要となります。 

  ※ 金山病院・小坂診療所への就職を希望している方は、「下呂市看護師等修学資金貸与申請書」

（様式第１号）の右上空白に「市立病院希望」と記載ください。 
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３ 提出、問い合わせ先 
 ◆令和８年３月 31 日まで 

下呂市役所市民保健部医療対策課 看護師等修学資金担当 

  〒509-2295 

岐阜県下呂市森 960 番地  

  TEL：0576-24-2222（代） 

 ◆令和８年４月１日以降（部課名および場所が変わります） 

下呂市役所健康医療部医療政策課 看護師等修学資金担当 

  〒509-2202 

岐阜県下呂市森 801 番地 10  

  TEL：0576-24-2222（代） 

 
４ 提出期限 

提出書類を一括とりまとめ、令和８年５月７日（木）までに提出してください。 

   
※封筒に「下呂市看護師等修学資金貸与申請書在中」と明記してください。 

※直接持参の場合：募集期間中の午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで受付けます。 

※郵送の場合：簡易書留又は特定記録で、5 月 7 日（必着）で郵送してください。 

書類不備等がありましたらご連絡いたしますので、平日昼間連絡のつく方の電

話番号をメモ書きして同封してください。 

 
５ 選考 

書類審査、小論文及び面接審査により選考します。 

（詳細については別途通知します。） 

面接日時：令和 8 年 5 月 31 日（日）（予定） 

 

６ 貸付決定 
・令和 8 年 6 月上旬（予定）に書面で申請者あてに通知します。 

・令和 8 年度分の修学資金は、4 月～6 月分を 6 月に、7 月～9 月分を 7 月に、10 月～12 月分

を 10 月に、1 月から 3 月分を 1 月に交付する予定です。 

（交付にあたっては、下呂市看護師等修学資金交付申請書が必要となります。） 

 

７ その他 
・必要に応じ、その他の書類の提出を求めることがあるので、留意してください。 
・詳細については、下呂市役所市民保健部医療対策課（令和８年４月１日より健康医療部

医療政策課）までお問い合わせください。 
 
 

下呂市立病院・診療所への就職を希望される方へ 

 下呂市立金山病院又は下呂市立小坂診療所へ就業する際は、併せて下呂市看護職

員就職準備資金（２００，０００円）の貸与を受けることができます。 

 本準備金は、2 年間在職した場合、全額返還免除となります。 


